
くるみん認定を目指し、両立支援対策の充実を目指す会社 

 

一般事業主行動計画 

 

職員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての職員がその能力を十分に発揮で

きるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 令和 8年 4 月 1 日～令和１３年 3 月 31 日までの５年間 

２．内容 

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●  令和 8 年３月～ 各事業所における休業者の業務カバー体制の検討（代替要員の

確保、業務体制の見直し）・実施 

●  令和8年4月～ 各事業所における職員へ制度パンフレットを回覧し周知を図る。 

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 事業所内保育施設を継続して運営し、子育て期の職員のみならず、これから結婚・出

産を控える職員への周知を図る。 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●  令和８年４月～ 各事業所における職員へ制度パンフレットを回覧し周知を図る。  

 

 

 

＜対策＞ 

 ● 令和 8年 5月～ 令和 7年度残業時間と有給取得の実績について調査を実施。 

 ● 令和 8年 7月～ 調査結果を基に法人全体で共有。各施設で目標数値に届く為の、

対応策について意見交換を実施。 

 

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上とする。 

男性職員・・・取得率７５％以上 

女性職員・・・取得率 90％以上 

目標２：事業所内保育施設の運営を継続し、子どもを育てながら働ける環境づくり

を提供する。 

目標３：男性職員の育児休業(出生時育児休業制度含む)の 1名以上の活用。 

目標 4：全職員の残業時間を月平均 10 時間以内とする。 


